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序     文 
 

マラウイ共和国政府の要請に基づき、日本国政府がマラウイ共和国公共投資計画（PSIP）能力

向上プロジェクトフェーズ IIの実施を決定したことに伴い、当機構は詳細計画策定調査を実施し、

プロジェクトがめざす目標、成果、活動内容、投入内容等について協議しました。 

これらの協議結果は、ミニッツに取りまとめられ、調査団、マラウイ共和国経済計画開発省の

合意の下に、署名交換が行われました。 

本報告書は詳細計画策定調査及び協議結果を取りまとめたものであり、今後の技術協力事業を

効果的かつ効率的に実施していくための参考として活用されることを願うものです。 

ここに本調査にご協力とご支援を頂いた各関係機関、関係者の方々に深く敬意を表すとともに、

引き続き一層のご支援をお願いする次第です。 

 

平成 24 年 12 月 

 

独立行政法人国際協力機構 
産業開発・公共政策部長 入柿 秀俊 
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写     真 
 

経済計画開発省との協議 経済計画開発省 Ted SITIMAWINA 次官（左） 

財務省予算局との協議 財務省債務・援助局長によるミニッツ署名 

 

 



 



 

主要用語 略語表 
 

略 語 正式名 和 文 

AfDB African Development Bank アフリカ開発銀行 

CEPCIP-I Capacity Enhancement in Public Sector 

Investment Programming (PSIP) 

公共投資計画（PSIP）能力向上プロ

ジェクト 

DfID Department for International Development 英国国際開発省 

EU European Union 欧州連合 

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit 

ドイツ国際協力公社 

JCC Joint Coordination Committee 合同調整委員会 

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau 

(Reconstruction Credit Institute) 

ドイツ復興金融公庫 

MEPD Ministry of Economic Planning and 

Development 

経済計画開発省 

MGDS II Malawi Growth and Development Strategy II マラウイ成長開発戦略 II 

MTEF Mid-Term Expenditure Framework 中期支出計画枠組み 

OPC Office of President and Cabinet 大統領府 

PFEM AP Public Financial and Economic Management 

Action Plan 

公共財政経済管理行動計画 

PFEM-RP Public Financial and Economic Management 

Reform Program 

公共財政経済管理改革プログラム 

PSIP Public Sector Investment Programme 公共投資計画 

UNDP United Nations Development Programme 国連開発計画 

USAID United States Agency for International 

Development 

米国国際開発庁 

 

 



 



 

事業事前評価表 
 

国際協力機構 産業開発・公共政策部 行財政・金融課 

１．案件名 

国名：マラウイ共和国 

案件名：（和）公共投資計画（PSIP）能力向上プロジェクト フェーズ II 

（英）Project for Capacity Enhancement in Public Sector Investment Programming Phase II 

２．事業の背景と必要性 

（1）当該国におけるガバナンス・セクターの現状と課題 

マラウイ共和国（以下、「マラウイ」と記す）は、中長期開発戦略としてマラウイ成長開

発戦略 II（Malawi Growth and Development Strategy II：以下「MGDS II」）を作成しており、

経済計画開発省（Ministry of Economic Planning and Development：以下「MEPD」）は、MGDS 

II に沿った効率的な国家予算の配分を目的として、公共投資計画（Public Sector Investment 

Programme：以下「PSIP」）を策定している。PSIP は翌年度以降の 5 年間に予定される開発

事業のリストであり、セクター省庁が開発予算を獲得するには、プロポーザルを MEPD に提

出し、PSIP に基づく MEPD による審査・承認を経由する必要がある。その後 MEPD の審査

結果を基に、財務省にて開発予算が最終的に承認されるフローとなっている。PSIP で承認さ

れる開発事業の予算総額は財務省が決定する上限内に収まるように調整され、また PSIP で

示された 5 年間の開発予算必要額の見通しは、財務省が中期支出計画枠組み（Mid-Term 

Expenditure Framework：以下「MTEF」）などを通して行う国家の開発予算、経常予算の推計、

予測に活用される。PSIP プロセスが適切に運用された場合、国家開発に資するプロジェクト

の効果的な選択や開発予算の効果的な配分等が期待される。 

しかしながら、MEPD・財務省・セクター省庁 3 者における調整・連携不足などから PSIP

が十分に機能せず、PSIP と予算書において同じプロジェクトにもかかわらず用いられる成果

指標が異なる、PSIP の承認を得ない開発事業が予算化されるなど、同国政府の実施するプロ

ジェクト・プログラム管理能力の低さが指摘されていた。 

こうした背景から、JICA は PSIP 策定プロセスにおける MEPD 職員の能力強化及び情報管

理システムの強化を目的として、2009 年 7 月から 2011 年 7 月までの 2 年間「公共投資計画

（PSIP）能力向上プロジェクト」を実施し、PSIP 業務手順の改善、ウェブを利用したデータ

ベースの構築、各種マニュアル作成、関連省庁との連携強化等に取り組んだ。その結果、セ

クター省庁からの事業プロポーザルの内容及び提出期日に改善がみられたほか、PSIP の承認

を得ない開発予算が減少するなど、PSIP は開発事業の準備、計画、予算化のプロセスとして

より適切に機能するようになった。しかしながら、PSIP の 8 割を占める継続案件の審査にお

いて、その実施パフォーマンスを適切に把握するための情報、手法が不十分であるなどの理

由から、いまだに戦略目標に沿ったプロジェクト・プログラムが PSIP 策定プロセス・予算

化プロセスにおいて必ずしも適切に評価されないこと、予算化されたとしても実際の予算配

分の見通しが正確ではないことといった課題が山積しており、これが同国における開発プロ

ジェクト・プログラムの適切な計画及び円滑な実施において大きな妨げになっている。 

 



 

（2）当該国におけるガバナンスセクターの開発政策と本事業の位置づけ 

MGDS II では、①持続的経済成長、②社会開発、③社会的保護・災害リスク管理、④イン

フラ開発、⑤ガバナンスの改善、⑥横断的課題（ジェンダー、キャパシティ・ディベロップ

メント）の 6 つが主要テーマとして挙げられており、⑤ガバナンスの改善は更に①経済ガバ

ナンス、②コーポレートガバナンス、③民主ガバナンス、④公共部門マネジメントの 4 つの

サブテーマに分けられている。そのうち経済ガバナンス改善のための政策として公共財政経

済管理改革プログラム（Public Financial and Economic Management Reform Program：以下

「PFEM-RP」）が実施されており、PFEM-RP の重点分野の 1 つである PSIP プロセスの強化

を目的として、本事業を実施するものである。 

同国財務省が 2011 年に作成した PFEM-RP は、PSIP、MTEF、財務管理システムなど、こ

れまでに導入されてきた各種のシステムやプロセスの調整を図り、2011 年 7 月から 2014 年

7 月の 3 年間でそれらを活用できる能力の獲得をめざしている。情報管理システムの運用管

理と MEPD 職員及びセクター省庁の事業管理能力の強化を通じ PSIP プロセスを強化するこ

とは、PFEM-RP の重要目標の 1 つとされている。 

また、PFEM-RP においては中期的な財政管理の枠組みとして MTEF の強化がめざされて

いる。PSIP が示す 5 年間の開発予算の見通しは 3 年間の開発・経常予算の支出計画を示す

MTEF の作成において重要なインプットとなる。また、MTEF が適切に機能すれば PSIP が用

いる予算シーリングをより早期に定めることが可能となるほか、PSIP に記載された事業に対

する予算手当てがより確実に行われることが期待される。したがって、PSIP と MTEF の両者

が改善されることは同国の公共投資事業のより円滑な実施に貢献すると考えられる。 

 

（3）ガバナンスセクターに対するわが国及び JICA の援助方針と実績 

本事業は平成 24 年度の国別援助方針において援助重点分野「その他」として整理されて

いるが、資源が乏しく援助依存率の高い同国において、ガバナンス強化、特に援助も含めた

国家の開発リソースを効果的に活用するための公共財政管理は重要な横断的課題として認

識されている。 

同国における JICA の当該セクターに対する援助実績としては、MEPD 開発局 PSIP セク

ション職員の能力強化及び PSIP 情報管理システムの強化を目的として実施された「公共投

資計画（PSIP）能力向上プロジェクト」が挙げられる。 

 

（4）他の援助機関の対応 

同国財務省が作成した PFEM-RP に対し、アフリカ開発銀行（African Development Bank：

AfDB）、英国国際開発省（Department for International Development：DfID）、EU、ドイツ復

興金融公庫（Kreditanstalt für Wiederaufbau：KfW）、アイルランド、ノルウェーが個別に財

政支援を実施している。さらに、世界銀行を中心とした Multi Donor Trust Fund（MDTF）が

設立され、約 4,000 万米ドルの財政支援を開始する予定となっている〔MDTF については、

2012 年 8 月時点で DfID と欧州連合（European Union：EU）が既に正式に参加しており、KfW

が参加に向けたプロセスを開始している。また、米国国際開発庁（United States Agency for 

International Development：USAID）、アイルランド、ノルウェーが参加に向けて関心を示し

ている〕。ドイツ国際協力公社（Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit：GIZ）



 

は PFEM-RP に関するすべての活動間の調整に係るアドバイザーを財務省に対し派遣してい

るほか、PFEM-RP プロセスのレビューなどに支援する予定がある。国連開発計画（United 

Nations Development Programme：UNDP）は開発局 M&E（モニタリングと評価）セクション

をカウンターパートとして、PFEM-RP の重点分野の 1 つであるモニタリング評価システム構

築を支援しており、M&E 手順やデータベースの調整等を実施している。フェーズ I は 2012

年 6 月で終了したが、フェーズ II に関し現在実施を検討している段階である。 

３．事業概要 

（1）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

本プロジェクトは PSIP プロセスと事業計画・予算化プロセスとの整合性確保及び関係省

庁職員の PSIP 運用能力の向上を行うことにより、PFEM-RP の枠組みのなかでの PSIP のより

効果的、効率的な運用を図り、もって戦略目標に沿った開発予算配分及び事業実施に寄与す

るものである。 

 

（2）プロジェクトサイト/対象地域名 

リロングウェ 

 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

MEPD 開発局 PSIP セクション（7～8 名程度）、財務省予算局（20 名程度）、セクター省

庁（開発事業の実施省庁）計画局（各省 2～3 名程度） 

 

（4）事業スケジュール（協力期間） 

2013 年 1 月～2016 年 6 月を予定（計 42 カ月） 

 

（5）総事業費（日本側） 

4.2 億円（予定） 

 

（6）相手国側実施機関 

MEPD 開発局 PSIP セクション 

 

（7）投入（インプット） 

1） 日本側 

・ 専門家（公共財政管理、公共投資計画管理、IT） 

・ 現地セミナー、ワークショップ 

・ 本邦研修（5 名×2 週間×1 回） 

・ 技術交換研修（南アフリカ等での事例視察、情報管理システム維持管理等、5 名×1

週間×4 回） 

 

2） マラウイ国側 

・ カウンターパートの配置（MEPD 開発局 PSIP セクション、財務省予算局） 



 

・ 執務環境の整備 

 

（8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1） 環境に対する影響/用地取得・住民移転 

① カテゴリ分類：C 

② カテゴリ分類の根拠： 

本事業は PSIP の効果的、効率的な運用を支援するものであり、環境への悪影響は想定

されない。 

 

2） ジェンダー・平等推進/平和構築・貧困削減 

特になし。 

 

（9）関連する援助活動 

1） わが国の援助活動 

特になし。 

 

2） 他ドナー等の援助活動 

PSIP プロセスの強化は PFEM-RP の重点分野の 1 つであり、本事業においても PFEM-RP

の進捗状況に合わせて PSIP プロセスのレビューを行う予定となっている。したがって、

上記２．（4）に記載の、PFEM-RP に対する財政支援を実施している各ドナーとの情報共

有を密にするとともに、特に PFEM-RP に対する技術協力を実施している GIZ 及び UNDP

とは具体的な連携を行う必要がある。まず GIZ との連携については、財務省に配属されて

いる GIZ アドバイザーとも調整を行い、PSIP のめざす方向性が PFEM-RP の方向性に即し

たものとなるようすり合わせを行う。次に UNDP との連携については、UNDP が計画して

いる MEPD 開発局における M&E システムが適切に機能すれば、MEPD 開発局 PSIP セク

ションは PSIP 事業の進捗状況を M&E システムを通じて把握することが可能となるため、

上記 UNDP プロジェクトと適宜情報共有を行い、M&E システムの構築状況に応じ、PSIP

プロセスの修正を検討する必要がある。 

４．協力の枠組み 

（1）協力概要 

1） 上位目標 

開発予算が戦略目標（MGDS II）に沿って配分され、プログラム及びプロジェクトが実

施される。 

指 標 

1．MGDS II の優先分野に対する予算配分率の増加 

2．開発予算の執行率 

 

2） プロジェクト目標 

公共財政経済管理の枠組みのなかで PSIP がより効率的かつ調和的に運用される。 



 

指 標 

1．PSIP の審査に利用される情報の量の増加と質の向上1 

2．PSIP セクション及びセクター省庁の PSIP プロセスにおける業務スケジュール順守率

の向上 

3．PSIP の運用効率についての関係者の評価の向上2 

4．PSIP 最終審査結果が財務省に送付されたあとの修正件数の減少 

 

3） 成果及び活動 

成果 1 

PSIP 情報管理システム（データベース、マニュアル、ハンドブック等）が改善される（特

に継続事業の実施パフォーマンスを考慮した審査に関して）。 

指 標 

1-1 修正されたデータベース、マニュアル、ハンドブック等とその改善点 

1-2 データベースにより利用できる情報の増加（審査結果、事業進捗状況等） 

1-3 データベース、マニュアル、ハンドブックの有用性についての利用者の評価の向上 

活 動 

1-1 PSIP 情報管理システム（データベース、マニュアル、ハンドブック等）の利用状況

をレビューし、改善課題を確認する。 

1-2 PSIP 情報管理システム（データベース、マニュアル、ハンドブック等）について、

利用者から運用状況に関するフィードバックを得る。 

1-3 1-2 で得られたフィードバックを反映しデータベースを修正する。 

1-4 1-2 及び 1-3 で得られたフィードバックを反映してマニュアル、ハンドブック及び

PSIP プロセスを修正する。 

 

成果 2 

PSIP プロセスとセクター省庁・財務省予算局の開発事業の計画・予算プロセスがより調

和する。 

指 標 

2-1 修正された PSIP プロセスとその内容 

2-2 予算額及び成果に関し、同一事業にもかかわらず、PSIP と予算書において記載され

ている情報が異なる開発事業の数/比率の低下 

2-3 PSIP を経由せずに開発予算が配分された事業の予算額が開発予算総額に占める比率

の低下 

2-4 PSIP、予算化、モニタリングのプロセスにおける報告・コミュニケーションの重複

の減少 

活 動 

2-1 公共財政経済管理改革の政策、プログラム、活動をレビューする。 

                                                        
1 各セクター省庁から提出されるプロポーザルの誤記入、空欄の減少等を想定している。 
2 PSIP の利便性に関し、財務省やセクター省庁等に対しアンケート調査の実施を想定している。 



 

2-2 セクター省庁における PSIP プロセスをレビューする。 

2-3 2-2 で確認されたプロセスを最適化する提案を作成する。 

2-4 2-3 の提案を実施して検証する。 

2-5 PSIP と予算書のアウトプット指標の適切さとその策定・報告のメカニズムをレ

ビューする。 

2-6 2-5 で確認された課題を改善するための対策を提案する。 

2-7 2-6 の提案を実施して検証する。 

2-8 PSIP セクションと予算局の効果的な調整メカニズムのための対話を強化する。 

 

成果 3 

PSIP セクションとセクター省庁が、改善された PSIP に係るデータベース、マニュアル、

ハンドブックを活用する能力を獲得する。 

指 標 

3-1 PSIP セクションとセクター省庁においてデータベース、マニュアル、ハンドブック

を十分に活用できる知識と技能を備えた人材の数 

3-2 データベースのアクティブな登録ユーザー数の増加 

3-3 データベースを通じて作成されたオンライン・レポート作成数の増加 

3-4 不完全または不適切な情報を含む事業プロポーザルの数/比率の減少 

活 動 

3-1 PSIP セクション及びセクター省庁の研修ニーズと組織体制上の課題を精査する。 

3-2 改良された PSIP 情報管理システム（データベース、マニュアル、ハンドブック等）

及び PSIP プロセスについての研修プログラムを作成する。 

3-3 3-2 の研修プログラムを実施する。 

3-4 研修結果を評価し、PSIP の運用と研修にフィードバックする。 

3-5 研修の最終的な成果を評価しプロジェクト終了後の能力強化の行動計画を作成す

る。 

 

4） プロジェクト実施上の留意点 

a） プロジェクト目標と成果の関係（プロジェクトデザイン） 

PSIP 情報管理システム（データベース、マニュアル、ハンドブック等）を改善（成果

1）し、PSIP プロセスと予算プロセスの整合性を高め（成果 2）、関係省庁職員の PSIP

に係る能力向上を図る（成果 3）ことにより、公共財政経済管理の枠組みのなかで、PSIP

が効率的に運用される（プロジェクト目標）ことをめざしていく。 

 

b） PFEM-RP と本事業との連関 

プロジェクト目標で示している「公共財政経済管理の枠組み」とは PFEM-RP を意味

しており、本事業実施にあたっては、マラウイ政府が推進する PFEM-RP の進捗状況に

十分な注意を払い、同プログラムと整合性を確保することが重要である。同時にプロ

ジェクトの進捗状況及び成果達成状況の他ドナーとの共有に積極的に取り組むことが

重要である。 



 

c） 指標の設定 

プロジェクト目標指標 2、4 及び成果指標 1-1、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4

についてはプロジェクト開始後 6 カ月以内にベースライン及び目標値を定め、合同調整

委員会（Joint Coordination Committee：以下「JCC」）で承認する。 

 

d） プロジェクト実施体制 

本事業のカウンターパートは MEPD 開発局 PSIP セクションであるが、特に成果 2 に

関し、財務省予算局の協力が重要となる。そのため財務省予算局を協力機関と位置づけ、

JCC への参加をはじめ、本事業実施において中核的役割を担う機関としている。また各

セクター省庁計画局には、MEPD で採用されたエコノミストが配置されており、本事業

において実施する各セクター省庁に対する研修については、上記エコノミストを能力強

化の対象として想定している。 

 

（2）その他インパクト 

特になし。 

５．前提条件・外部条件（リスク・コントロール） 

（1）事業実施のための前提 

・ MEPD 開発局長を含む適切なカウンターパートが任命される。 

・ 財務省予算局が本事業への参加を表明する。 

 

（2）成果達成のための外部条件 

特になし。 

 

（3）プロジェクト目標達成のための外部条件 

・ PFEM-RP が計画どおり実施される。 

 

（4）上位目標達成のための外部条件 

・ 開発予算の財源が予測どおり利用できる。 

・ セクター省庁が適切な事業実施能力をもつ。 

・ 政府省庁の組織体制に劇的な変化がない。 

・ PSIP の役割に変化がなく、さらに同国制度上の位置づけが明確化される。 

６．評価結果 

本事業は、マラウイ国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、ま

た計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。 

 

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用 

本事業のフェーズ I にあたる「公共投資計画（PSIP）能力向上プロジェクト」（2009 年 7 月

～2011 年 7 月）の実施を通じ、下記提言・教訓が得られており、本事業では下記のとおり活用

する。 



 

・ 現行の法制度上、PSIP は制度上の規定がなく、これが関係者の低いコンプライアンスにつ

ながっていると指摘されている。このため PSIP を予算関連書類として位置づけることが

提案されており、本事業を通じカウンターパートに働きかけるよう努める。 

・ 成果物（データベース、マニュアル、ハンドブック等）の創出について、マラウイ側との

共同作業形式での作成よりも、先に日本側で試作品を作成し、OJT にてそれらを活用しつ

つ現状に合わせて修正していく方が、技術移転効果が高いとの提言がなされている。その

ため本事業においては、1 年目は試作品作成に重点を置き、2、3 年目は OJT を通じたカウ

ンターパートへの技術移転に重点を置いたプロジェクトデザインとしている。 

 

８．今後の評価計画 

（1）今後の評価に用いる主な指標 

４．（1）のとおり。 

 

（2）今後の評価計画 

事業開始 6 カ月以内 ベースライン調査 

事業中間時点  中間レビュー 

事業終了 6 カ月前 終了時評価 

事業終了 3 年後 事後評価 
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第１章 調査団派遣の経緯と目的 
 

１－１ 要請の背景 

マラウイ共和国（以下、「マラウイ」と記す）は、中長期開発戦略としてマラウイ成長開発戦

略 II（Malawi Growth and Development Strategy II：以下「MGDS II」）を作成しており、経済計画

開発省（Ministry of Economic Planning and Development：以下「MEPD」）は、MGDS II に沿った

効率的な国家予算の配分を目的として、公共投資計画（Public Sector Investment Programme：以下

「PSIP」）を策定している。PSIP は翌年度以降の 5 年間に予定される開発事業のリストであり、

セクター省庁が開発予算を獲得するには、プロポーザルを MEPD に提出し、PSIP に基づく MEPD

による審査・承認を経由する必要がある。その後 MEPD の審査結果を基に、財務省にて開発予算

が最終的に承認されるフローとなっている。PSIP で承認される開発事業の予算総額は財務省が決

定する上限内に収まるように調整され、またPSIPで示された 5年間の開発予算必要額の見通しは、

財務省が中期支出計画枠組み（Mid-Term Expenditure Framework：以下「MTEF」）などを通して

行う国家の開発予算、経常予算の推計、予測に活用される。PSIP プロセスが適切に運用された場

合、国家開発に資するプロジェクトの効果的な選択や開発予算の効果的な配分等が期待される。 

しかしながら、MEPD・財務省・セクター省庁 3 者における調整・連携不足などから PSIP が十

分に機能せず、PSIP と予算書において同じプロジェクトにもかかわらず用いられる成果指標が異

なる、PSIP の承認を得ない開発事業が予算化されるなど、同国政府の実施するプロジェクト・プ

ログラム管理能力の低さが指摘されていた。 

こうした背景から、JICA は PSIP 策定プロセスにおける MEPD 職員の能力強化及び情報管理シ

ステムの強化を目的として、2009 年 7 月から 2011 年 7 月までの 2 年間「公共投資計画（PSIP）

能力向上プロジェクト（Capacity Enhancement in Public Sector Investment Programming (PSIP)：

CEPCIP-I）」を実施し、PSIP 業務手順の改善、ウェブを利用したデータベースの構築、各種マニュ

アル作成、関連省庁との連携強化等に取り組んだ。その結果、セクター省庁からの事業プロポー

ザルの内容及び提出期日に改善がみられたほか、PSIP の承認を得ない開発予算が減少するなど、

PSIP は開発事業の準備、計画、予算化のプロセスとしてより適切に機能するようになった。しか

しながら、PSIP の 8 割を占める継続案件の審査において、その実施パフォーマンスを適切に把握

するための情報、手法が不十分であるなどの理由から、いまだに戦略目標に沿ったプロジェクト・

プログラムが PSIP 策定プロセス・予算化プロセスにおいて必ずしも適切に評価されないこと、予

算化されたとしても実際の予算配分の見通しが正確ではないことといった課題が山積しており、

これが同国における開発プロジェクト・プログラムの適切な計画及び円滑な実施において大きな

妨げになっている。 

 

１－２ 調査目的 

上記課題に対応する実現可能なプロジェクトのフレームワークを検討・協議することを目的と

する。検討結果については、討議議事録（R/D）案、プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）

案及び活動計画（PO）案にまとめたうえでカウンターパートとミニッツ（M/M）を締結し、基本

合意を得る。 
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１－３ 調査日程 

付属資料１を参照のこと。 

 

１－４ 調査団員 

 

 

 

 

 

 

担当分野 氏 名 所  属 

（1）総 括 川北 博史 JICA 国際協力専門員 

（2）協力企画 古市 祐子 JICA 産業開発・公共政策部 行財政・金融課 

（3）評価分析 薗田 元 株式会社グローバル・グループ 21 ジャパン 
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第２章 調査結果 
 

２－１ マラウイ国における PSIP の位置づけ 

（1） 公共財務経済管理システム整備の経緯 

財務省が 2011 年に作成した公共財政経済管理改革プログラム（Public Financial and 

Economic Management Reform Program：PFEM-RP）は、マラウイ国における公共財政経済管

理の範囲を以下のように示している。PSIP は Policies and Planning として示される計画プロセ

スの一部である。 

 

 
MEPD：Ministry of Economic Planning and Development 
OPC：Office of President and Cabinet 
MOF：Ministry of Finance 
MDA：Ministries, Departments and Agencies 

 

マラウイ政府は 2002 年に「Malawi Financial Accountability Action Plan」（MFAAP）を作成

し、一連の法整備（Public Financial Management Act、Public Procurement Act、Public Audit Act）

と組織整備（Office of Director of Public Procurement、Central Internal Audit Unit）、情報システ

ムの整備（IFMIS）を行った。2006-2008 年には「第 1 次公共財政経済管理行動計画」（Public 

Financial and Economic Management Action Plan：PFEM AP）により、計画文書、PSIP と予算

プロセスの連携、開発支援戦略、ドナー・データベース、歳入予測、会計コーディング、公

共支出報告、MGDS のアウトプットのコーディング、IFMIS マニュアル、MGDS モニタリン

グなどの分野で改善・進展があった。さらに、「第 2 次公共財政経済管理行動計画」（2009-2011

年）では MGDS コーディングの改善、PSIP の改善（「公共投資計画（PSIP）能力向上プロ
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ジェクト」による JICA の技術協力）、徴税手法の改善、ドナー・データベースの改善、IFMIS

の拡張と活用、監査の強化などの進捗があった。 

これらの成果を踏まえ、政府は 2011 年に「公共財政経済管理改革プログラム」（PFEM 

Reform Program：PFEM-RP）を作成した。同プログラムは IFMIS（統合財政管理情報システ

ム）、PSIP、MTEF（Mid-Term Expenditure Framework）、Output Based Budgeting、財務管理

システムなど、これまでに導入されてきた各種のシステムやプロセスの調整を図り、3 年間

でそれらを活用できる能力を獲得する段階に達することをめざしている。情報管理システム

の運用管理と PSIP 職員・セクター省庁の事業管理能力の強化を通して PSIP プロセスを強化

することは、同プログラムの計画コンポーネントの重要目標の 1 つとされている。 

 

（2） PSIP の概要 

2011/12-2015/16 の PSIP 報告書では、PSIP について以下のように説明している1。 

 

PSIP は投資の計画と予算化をガイドする道具である。MGDS に示された政府の優先目的

に合致する公共投資事業を識別し、開発事業への公共投資の道筋を示す重要な計画ツール

である。PSIP は借款・無償による資金協力及び国家予算による公共投資事業（Project and 

Program）を含む 5 年間の投資計画であり、毎年、利用可能な予算額と事業実施能力など

を考慮して見直される。 

 

毎年印刷される PSIP には実施機関別、セクター別、MGDS 目標別、ドナー別などのプロ

ジェクトのリストが掲載され、各プロジェクトについてプロジェクト名、実施期間、新規/

継続の区別、予算額（ドナー資金、国家予算及び合計：各年及び 5 年間の合計）などの情報

が掲載される。承認されたプロジェクトの更に詳細な情報は、PSIP のウェブサイト（http: 

//psip.malawi.gov.mw）からアクセスできる PSIP データベースから閲覧することができる2。 

PSIP に含まれる事業の多くはインフラ整備であるが、これにソフト・コンポーネントを組

み合わせた事業や、ソフト・コンポーネントのみで構成された事業もある。1 つの事業の実

施期間は 3～9 年間で、インフラ単体の事業もあれば、複数のインフラがパッケージされた事

業、多数のサブ・プロジェクトで構成されたプログラムもある。ドナーによる技術協力（例

えば JICA の「公共投資計画（PSIP）能力向上プロジェクト」）も PSIP 上では 1 つの事業と

される。2011/12 の PSIP には 302 事業が含まれ、事業費総額は 933 億マラウイ・クワチャ（MK）

（1MK=0.29 円として約 270 億円）である。事業費総額の 55％が援助資金である。分野別に

は道路（30％）、農業（12％）、灌漑・水資源開発（10％）、保健（9％）、教育（7％）な

どへの配分が多い3。 

PSIP を運営する経済計画開発省（MEPD）開発局 PSIP セクションは公共投資事業を実施

する各省庁（以下「セクター省庁」という）から提出された各事業のプロポーザルを評価し、

                                                        
1 “Public Sector Investment Programme (PSIP) 2011/12 – 2015/16” p.5 
2 だれでもゲストとしてログインできる（ID とパスワードはともに“guest”）。同ウェブサイトではデータベースのほかにも
各年の PSIP などの文書にアクセスすることができる。 

3 Ministry of Youth Development and Sports への配分も 11％に達するが、そのほとんどは中国の支援による国家スタジアム建設
事業が占める。 
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セクター省庁別に行う省庁会議での協議・交渉を経て事業を承認する。この審査では以下の

観点が考慮される。 

① 事業の目的・内容が MGDS の優先目標に合致しているかどうか（評価 5 項目の妥当性

についての評価） 

② 事業範囲と事業費の妥当性（経常予算に該当する内容が含まれていないかどうか。ア

ウトプットに対して投資額が適切かどうか） 

③ 事業の実施体制、事業効果・持続性など（評価 5 項目の効率性、有効性、インパクト、

持続性についての評価） 

④ 実施能力（過去の事業実施パフォーマンスなどから判断） 

⑤ 事業総額が省庁別に設定された予算シーリングの範囲に収まるかどうか 

PSIP が承認されると、財務省予算局はセクター省庁とともに予算書案（Budget Document）

を作成する。予算書案に含まれる開発事業は原則的に PSIP と一致する。予算書案は更に内閣

府及び国会で修正・承認されて予算が確定する。 

 

（3） PSIP の役割 

マラウイ国の公共財務経済管理において PSIP は次のような役割を果たすと考えられる。 

 

1） 開発予算の政策・優先順位に沿った配分 

現在の PSIP の審査で最も重要視されているのは提案された事業が MGDS に示された

優先順位・重要な政策目標に合致しているかどうかという「妥当性」の観点である。「妥

当」であると判断され、セクター別の予算シーリングの範囲内に収まる事業の組み合わ

せが承認される。 

なお、セクター別予算シーリングは、①承認済み事業の予算必要額（前年度 PSIP によ

る計画額）と②各セクターの新規・継続事業の実施能力（過去の実施パフォーマンスに

基づく予算執行能力の判断）及び③全セクターで利用可能な開発予算総額（財務省が定

める）を考慮して設定されるが、各セクターの政策目標の達成に必要な予算額などは考

慮されていない4。また、事業の必要性や優先順位をセクター間で比較することは行われ

ていない。 

 

2） 開発事業の質の確保 

PSIP の審査により開発事業として適切な質が確保できないと判断された場合、事業内

容の修正あるいは不承認となる。すなわち、PSIP は開発事業の質を確保するためのスク

リーニング機能をもつ。現在は、経常予算を充てるべき内容が含まれていないかどうか、

投資額当たりアウトプット（value for money）が適切かどうかという観点を含め、評価 5

項目に沿った評価が行われている。 

ただし、国家予算による開発事業（ドナーがかかわらない事業）については、プロポー

ザルが 10 ページに満たないものがあるなど、情報不足で十分な評価が行えない事業もみ

                                                        
4 本来は、各政策目標の達成状況のモニタリングに基づき、目標達成までのギャップを埋めるために必要な事業規模と必要予
算額が推計される必要がある。省庁によってはそのような作業の結果として事業が提案されることもあると考えられるが、
PSIP においては特に考慮されていない。 
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られる。なお、開発事業の形成・計画はセクター省庁の業務であり、その質を高めるた

めには、本来、セクター省庁の計画能力を高める必要がある。 

 

3） 開発予算必要額の中期的な見通しの提供 

PSIP には、承認された事業の 5 年間の開発予算必要額が示される。財務省は MTEF に

より 3 年間の中期的な予算の見通しを作成するが、MTEF の開発予算の見通し作成に

PSIP の情報が活用されている。 

ただし、PSIP には 2 年目以降に新規承認される事業の予算額が示されない。また、各

事業の 5 年間の予算計画は毎年の見直しにより変化する可能性がある。このような限界

はあるものの、PSIP の適切な運用は、財務省による中期的な財務管理のための重要な情

報を提供できる。 

 

4） 開発事業の一元化された情報源 

PSIP（印刷物）や PSIP データベースには承認された全開発事業の情報が掲載され、政

府機関や援助機関の貴重な情報源となっている。特に、PSIP データベースはウェブによ

りアクセスでき、利便性が高いため、情報の範囲を拡大し、情報の精度と操作性の改善、

利用普及などを図れば、幅広い利用者に役立つ情報を提供できると考えられる。 

 

２－２ 開発事業の案件監理と PSIP 運用の現状 

本節では開発事業の形成・審査・予算化・実施監理・評価といったプロジェクト・サイクルに

沿って、開発事業の監理と PSIP 運用の現状を述べる。 

 

（1） セクター省庁による事業形成と計画 

セクター省庁には、分野別に編成された複数の現業局（Technical Departments）と計画局が

ある。計画局には MEPD 所属のエコノミストが配置され5、技術者を擁する現業局と共同作

業で事業を形成する6。現業局の技術的な検討を踏まえて事業プロポーザルを完成し、テンプ

レートを使ってウェブ経由で PSIP データベースに入力することによりこれを PSIP に提出す

るのは、通常、計画局のエコノミストの役割である。 

計画局には政策形成、計画・予算、モニタリング評価、統計などのセクションがある。省

によっては分野別のセクションやインフラ事業実施を担当するセクション（教育・保健など）

が置かれたり、複数のセクションが統合されることもある。計画局に配属されるエコノミス

トの人数・職位は省により異なるが、どの省でも欠員が多く、全般的に人材不足である。特

に、局長が不在の場合は現業局と対等な立場で業務を進めることが難しくなることがある。 

各省には Investment Program、Strategic Plan、Implementation Plan などと呼ばれる 4～5 年間

の中期計画がある。年次別の投資計画が作成されることもある。PSIP に提案される開発事業

はこれらの上位計画に基づいて形成される。 

一般に、ドナーが関与する場合は各ドナーの基準に沿ってフィージビリティ調査など詳細

                                                        
5 マラウイの政府機関ではエコノミスト、情報システム・エンジニアなど、いくつかの職種の職員が単一の省庁（エコノミス
トなら MEPD）から派遣されて配属される Common Service と呼ばれる仕組みがある。 

6 現業局にエコノミストが配置されることはまれである。 
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な調査が行われ、比較的よく準備された事業が提案されるが、ドナーが関与しない国家予算

のみの事業においては、例えば道路事業のように経済分析を含む詳細な調査に基づいて準備

される事業と7、簡単な準備しか行われない事業が混在し、プロポーザルの質はさまざまであ

る。 

PSIP への新規事業プロポーザルは、標準化されたテンプレートを用いたものは全事業共通

で提出されるが、添付されるプロジェクト文書は形式が統一されておらず、膨大な情報を含

むフィージビリティ調査報告書が添付されることもあれば、わずか数ページだけのこともあ

る。さらに、テンプレートが適切に記入されていない（空白が残される、あるいは誤記入な

ど）ケースもある。継続事業については、継続事業用のテンプレートを用いて事業の物的・

財務的進捗状況を報告する。プロポーザルの作成・提出においては、先行事業で作成された

PSIP 準備ハンドブック、PSIP データベース利用マニュアルが使われている。 

MEPD 及びセクター省庁へのヒアリングによると、事業形成・計画における主な課題には

以下があると考えられる。これらは主にドナーが関与しない事業について当てはまる課題で

ある。 

・ 計画局の人材不足と能力不足。上述のような事業プロポーザルの質の低さやプロポー

ザル提出の遅れなどの要因となる。 

・ 事業形成のための情報あるいは調査予算の不足。 

・ 事業プロポーザルの質に関しては、事業費計画の精度の低さと実施計画の検討不足が

大きな問題であると認識されている。事業費計画では最初の 1、2 年の精度は比較的高

いが、それ以降については精度が低くなる。実施計画は調達の遅れなどのリスクを見

込んだ現実的な計画が立てられないことが多い。これらの課題は、実施の遅れや年度

別予算計画の変更などにつながる。 

 

（2） PSIP セクションによる審査と承認 

PSIP にはデスク・オフィサーと呼ばれるセクター別担当者（エコノミスト）が数名おり、

セクター省庁から提出されたプロポーザルの評価を行う。審査基準は「公共投資計画（PSIP）

能力向上プロジェクト」で作成された PSIP 審査マニュアルに示されているが、評価 5 項目の

それぞれを 1～3 のサブ・クライテリアに分割し点数化する簡便なものである。 

審査は毎年 8 月～12 月に行われる。デスク・オフィサーはセクター省庁からのプロポーザ

ルを受け取ったのち、必要に応じて追加情報を求めたりコメントを返したりするが、そのや

り取りのレターなどによる公式な記録は残されない。 

毎年 12 月には各セクター省庁と MEPD が省庁会議（Ministerial Meeting）を行い、セクター

省庁からの提案理由の説明、継続事業の進捗状況の説明、MEPD からの審査結果のフィード

バックとともに、事業計画の修正、各新規・継続事業の採択について協議が行われる。会議

に先立ち、デスク・オフィサーは各省庁からの提案を評価した結果と提案、省庁会議で検討

すべき事柄をまとめた報告書（Appraisal Notes）を作成する。会議は 2～3 時間かけて行われ、

新規事業の検討に多くの時間が割かれる。会議の結果、各セクター省庁の暫定的な PSIP リス

ト（PSIP に含まれる事業のリスト）が作成され、セクター省庁と MEPD のそれぞれによる

                                                        
7 国家予算の事業においては、経済分析は道路事業以外では行われていない。 
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フォローアップ事業が明確にされ、議事録として残される。なお、省庁会議には財務省予算

局・Debt and Aid 局の参加が奨励されている。 

省庁会議の結果はドラフト PSIP としてまとめられるが、これは、財務省による予算上限額

やドナー・コミットメントの確認、各セクター省庁からのフィードバック、Cabinet Committee 

on Economy（CCE）の助言を得て修正され、大統領の承認により最終化され、Final PSIP と

なる。 

MEPD からのコメントの多くは指標の選択と事業費計画に関するもので、ほとんどはド

ナーの関与しない新規事業についてのものである。MEPD が求める指標はアウトプットにつ

いての指標であるが、セクター省庁はアウトカムやインパクトの指標を含めることがある。

進捗管理のため MEPD は年度ごとのアウトプット指標（目標値）を求めるが、事業の性格に

よってはそのような指標設定が困難なこともある8。事業費については、年度別・費目別計画

（Cost Outlay）の記入についての混乱がみられるほか、経常予算を充てるべき活動が事業に

含まれることなどがある。また、MEPD はアウトプット当たり投資額（Value for Money）の

適正さを確認したいが、国家予算の事業のほとんどは経済分析が行われず、基準となる数値

も整備されていないため、実際には難しいことが多い。なお、審査時のコメントの以上のよ

うな内容は（アウトプットの指標と達成目標、開発予算と経常予算の区別、アウトプット当

たり投資額）、いずれも財務省予算局が大きな関心を寄せる課題であり、PSIP セクションに

よる審査が財務省の関心を反映していると考えることができる。 

継続事業の審査においては、各事業の進捗状況に基づき実施上の問題や実施機関の執行能

力を評価し、計画どおり継続するかどうか、中断するか、あるいは計画を修正して継続する

かについて判断が行われる。実施機関からは、多くの事業において事業予算の増額や実施期

間の延長の要請が行われる。本調査における実施機関へのヒアリングでは、継続事業の再審

査時の計画変更（予算配分の変更や実施期間の延長など）により柔軟性が欲しいという意見

が多くみられた。 

継続事業用のテンプレートは物的・財務的進捗状況と今後の資金需要などの情報を含むが、

実施上の問題やその解決方法など、詳細な情報を記載できるようにはなっていない。このテ

ンプレートは別に、実施機関は四半期報告（Quarterly Reviews）及び MEPD・財務省による

年 2 回のレビューが行われることになっているが、その実施状況は不明である。MEPD モニ

タリング評価局は全事業について実施機関からの四半期報告を受けているほか、選択された

事業について現地調査によるモニタリングを実施するが、PSIP へのヒアリングによると、そ

の情報は PSIP の審査には活用されていない。 

 

（3） 財務当局による予算化 

PSIP が最終化されたのち、財務省予算局はセクター省庁とともに予算案（Budget Document）

の作成作業を行う。予算局は PSIP に含まれた各事業についてエクセルで作成されたフォー

マットをセクター省庁に送付し、セクター省庁計画局がそのフォーマットを記入して返送す

る。予算局はセクター省庁から送られてきたフォーマットを編集し、予算案の一部とする。

予算案は内閣及び国会で検討され、修正されたのち、予算が完成する。 

                                                        
8 例えば 4 年かけて病院を 1 つ建設する場合など。 



－9－ 

Final PSIP と予算案の間で情報の不一致があることは MEPD と財務省の双方で改善すべき

課題として認識されている。かつては PSIP に含まれなかった事業が予算案に入るなど、重大

な不一致があった。先行事業により PSIP が強化されたあとはそのような不一致はほとんどみ

られなくなったが、事業名の不一致、予算額の不一致、アウトプット指標・達成目標の不一

致などが残されている。PSIP による審査と承認が行われたあとに予算額やアウトプットが変

更されると、予算案の一部が PSIP を経ずに国会に提案されることになり、望ましくない9。 

不一致が生じる理由については更に詳細な調査が必要であるが、以下のことが考えられる。 

・ 予算案のためのエクセル・フォーマット記入の際の誤り。PSIP データベースの情報を

そのままエクセル・フォーマットあるいは財務省のデータベース（IFMIS）に転送す

ることは行われていない。セクター省庁計画局がエクセル・フォーマットを記入する

が、PSIP 担当部門と予算担当部門が異なる場合もあり、担当者は必ずしも一致しない。 

・ PSIP 承認後の、予算局による修正。開発予算にふさわしくない活動が残されている場

合、内閣やセクター省庁からの個別事業について要請に応じて修正される場合などが

考えられる。 

・ 予算局による予算案作成作業における編集上のミス。予算案は限られた日数で急いで

作成されることが多く、編集上のミスが起こり得ると考えられる。 

 

（4） 実 施 

PSIP で承認され予算化された事業はセクター省庁により実施される。多くのセクター省庁

では現業局が実施を担当するが、道路事業は運輸・公共事業省傘下の Roads Authority が、教

育省や保健省ではインフラ・ユニットなどと呼ばれる計画局の一部門が実施を担当する。 

MEPD 及びセクター省庁へのヒアリングによると、開発事業の実施には以下のような課題

がある。 

・ 財務省による支払いの遅れ。財源の制約による遅れのほか、手続き上の遅れがある（財

務省はセクター省庁からの進捗報告を条件に支払いを行うが、その報告の遅れなどが

支払いの遅れにつながることがある）。 

・ 調達手続きの遅れ。特にドナーの要求する調達手続きが遅れの原因になりやすい。 

・ 物価や為替レート変動などによる事業費の変動。 

・ コントラクターの能力の制約。特に地方部における建設事業など。 

各課題の深刻さや事業実施への影響度合いは実施機関の能力や事業の性格によりさまざま

であると考えられる。予算の年間執行率も事業により異なり、低いものでは 5 割程度にとど

まることもある。 

 

（5） モニタリング評価 

MEPD モニタリング評価局及び PSIP セクション、財務省、OPC（Office of President and 

Cabinet：大統領府）など多数の組織が実施機関に事業実施のモニタリングを求める。各モニ

                                                        
9 事業名やアウトプットの変更は事業内容の変更を意味する。なお、予算局には PSIP の承認の有無に関係なく予算案を作成す
る法制度上の権限がある。予算局のガイドラインには「開発予算を使う事業はすべて PSIP の承認を得る必要がある」と明示
されているが、計画局は PSIP の効力を裏付ける方法（法制度の整備や PSIP 承認手続きの強化など）について検討する必要
があると考えている。 
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タリングでは物的進捗・財務的進捗・実施上の問題及び対策などの内容がカバーされている

と考えられるが、詳細は更に確認する必要がある。内容が重複する異なるフォーマットを用

いたモニタリングを行うことは、現場の情報収集が容易でないこともあって、セクター省庁

計画局の大きな負担となっている。そこで、セクター省庁によっては、このようなモニタリ

ング業務を効率化するため、省庁独自のフォーマットを定めてそれを流用するようなことも

行っている。また、計画局において事業実施の監理・モニタリングは新規事業の計画や予算

化に比べて優先順位が低く、十分な努力が払われない傾向がある。 

MEPD モニタリング評価局は各事業の四半期報告書を受け取っているが、これは紙ベース

で送付されてくるため、限られた人員体制で十分な整理と活用が行えない状況にあると考え

られる。モニタリング評価局は選択した事業について現地調査によるモニタリングを実施し

ており、そこに PSIP セクションの職員が同行することもある。対象事業の選択には PSIP デー

タベースの情報も参照される10。財務省もまた独自に現地調査によるモニタリングを実施す

る。MEPD と財務省はいずれも、セクター省庁から上がってくるモニタリング報告書の信頼

性に課題があり、現地調査を通じた確認が重要であるとの認識をもつ。 

 

２－３ 先行事業（CEPCIP-I）終了後の PSIP 運用状況 

2011 年 7 月の先行事業終了後、PSIP セクションは、先行事業において提示された PSIP プロセ

スの実施スケジュールに沿って PSIP を運用してきたが、2012 年 4 月の大統領急死とそれに伴う

大統領・閣僚の交代、省庁再編などにより、その後は通常のスケジュールに沿って手続きを進め

ることができなかった。このため、2012/13 年度の PSIP については事業プロポーザルの準備や審

査に十分な期間を取ることができず、慌ただしく作業が行われた模様である。 

PSIP セクションと財務省及びセクター省庁とのコミュニケーションは先行事業の結果により

大きく改善された。ヒアリングを行ったセクター省庁の多くは、PSIP セクションとのコミュニ

ケーションに問題は感じていない。この点に関しては、PSIP セクションが担当者（デスク・オフィ

サー）を省庁別に固定したことも効果的であったと考えられる。 

PSIP データベースは引き続き運用され、活用されている。先行事業が現地スタッフとして雇用

した情報専門家は、現在、マラウイ政府が雇用する情報サービス職員として MEPD に配属され、

同データベースの運用を主に担当している。 

データベース利用マニュアルは印刷され、MEPD・財務省・セクター省庁の利用者に配布され

た。PSIP 準備ハンドブックは先行事業で作成されたドラフトがほぼそのままの形で最終化され、

印刷して配布された。PSIP 審査マニュアルは先行事業で作成されたドラフトを PSIP セクション

内で検討し、必要な内容に絞り込んだうえで修正を加えて最終化した。審査マニュアルは内部資

料の扱いで、公表されていない。2011/12 年度の PSIP プロセスを開始するにあたり、PSIP セクショ

ンは各セクター省庁の 1～2 名を対象に PSIP データベースと利用マニュアル、PSIP 準備ハンド

ブックについての研修を実施した。 

MEPD 及びセクター省庁へのヒアリングからは、先行事業の成果物に関して以下のような課題

があると考えられる。 
                                                        
10 モニタリング評価局はこれまで主に MGDS の政策目標の達成状況についてのモニタリング、及び、選択された個別事業の
現地調査によるモニタリングを行ってきた。全個別事業のモニタリングはそもそも各ライン省庁の責務であり、モニタリン
グ評価局の本来の役割は各ライン省庁（及び地方政府）のモニタリング評価能力を強化することであるとされる。 
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・ 利用者のニーズに応じたデータベースに含まれる情報範囲の拡大、表示内容・様式の改善

など。例えば各事業の現状（申請中、承認済み、実施中、完了など）の表示、計画内容の

変更履歴、実施履歴、モニタリング結果などの蓄積と表示など。 

・ データベースの利用に関する知識の普及。セクター省庁において PSIP データベースの入力

と参照（レポートの出力）ができる職員は限られているうえ、データベースを十分に利用

できるだけの知識をもつ職員は更に限られると考えられる。 

・ データベース利用マニュアルの改善。データベースの操作に関する問い合わせの多い事柄

についての説明の充実など。 

・ 審査基準の精緻化及び事業準備に係る指針の充実。適切な実施計画、事業費計画の作成、

適切なアウトプット指標の設定についての指針など。 

・ 継続事業の計画変更に関する基準・指針の作成と、計画変更に対応したデータベースの修

正。 
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第３章 プロジェクト概要 
 

３－１ 上位目標 

開発予算が戦略目標（MGDS II）に沿って配分され、プログラム及びプロジェクトが実施され

る。 

 

３－２ プロジェクト目標 

公共財政経済管理の枠組みのなかで PSIP がより効率的かつ調和的に運用される。 

 

３－３ 成 果 

成果 1 

PSIP 情報管理システム（データベース、マニュアル、ハンドブック等）が改善される（特に継

続事業の実施パフォーマンスを考慮した審査に関して）。 

 

成果 2 

PSIP プロセスとセクター省庁・財務省予算局の開発事業の計画・予算プロセスがより調和する。 

 

成果 3 

PSIP セクションとセクター省庁が、改善された PSIP に係るデータベース、マニュアル、ハン

ドブックを活用する能力を獲得する。 

 

３－４ 活 動 

1-1 PSIP 情報管理システム（データベース、マニュアル、ハンドブック等）の利用状況をレビュー

し、改善課題を確認する。 

1-2 PSIP 情報管理システム（データベース、マニュアル、ハンドブック等）について、利用者

から運用状況に関するフィードバックを得る。 

1-3 1-2 で得られたフィードバックを反映しデータベースを修正する。 

1-4 1-2 及び 1-3 で得られたフィードバックを反映してマニュアル、ハンドブック及び PSIP プロ

セスを修正する。 

2-1 公共財政経済管理改革の政策、プログラム、活動をレビューする。 

2-2 ライン省庁における PSIP プロセスをレビューする。 

2-3 2-2 で確認されたプロセスを最適化する提案を作成する。 

2-4 2-3 の提案を実施して検証する。 

2-5 PSIP と予算書のアウトプット指標の適切さとその策定・報告のメカニズムをレビューする。 

2-6 2-5 で確認された課題を改善するための対策を提案する。 

2-7 2-6 の提案を実施して検証する。 

2-8 PSIP セクションと予算局の効果的な調整メカニズムのための対話を強化する。 

3-1 PSIP セクション及びセクター省庁の研修ニーズと組織体制上の課題を精査する。 

3-2 改良された PSIP 情報管理システム（データベース、マニュアル、ハンドブック等）及び PSIP

プロセスについての研修プログラムを作成する。 
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3-3 3-2 の研修プログラムを実施する。 

3-4 研修結果を評価し、PSIP の運用と研修にフィードバックする。 

3-5 研修の最終的な成果を評価しプロジェクト終了後の能力強化の行動計画を作成する。 
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第４章 事前評価結果 
 

４－１ 評価 5 項目による評価結果 

（1） 妥当性 

マラウイ国は中期的開発戦略としてマラウイ成長開発戦略 II（Malawi Growth and 

Development Strategy II：MGDS II）（2011/12～2016/17）を策定しており、MEPD がこれを掌

握している。ガバナンス改善は開発戦略の効果的な実施のための条件であるとの認識の下、

MGDS II に設定された 6 つのテーマ別分野の 1 つとして重要視されている。ガバナンス分野

では経済ガバナンス、コーポレートガバナンス、民主ガバナンス、公共部門マネジメントの

4 つのサブテーマがある。 

本事業は MGDS II の経済ガバナンス・サブテーマに関連する。MGDS II の経済ガバナンス

政策は、安定したマクロ経済環境の下で経済成長を維持・加速することを目的に、公共財政

経済管理の改革を継続するとしており、主要課題の 1 つに国家予算と国家開発戦略の調和化

等を挙げている。 

また、同国財務省が 2011 年に作成した公共財政経済管理改革プログラムは、IFMIS、PSIP、

MTEF、Output Based Budgeting、財務管理システムなど、これまでに導入されてきた各種の

システムやプロセスの調整を図り、3 年間でそれらを活用できる能力を獲得する段階に達す

ることをめざしている。情報管理システムの運用管理と PSIP 職員・セクター省庁の事業管理

能力の強化を通して PSIP プロセスを強化することは、同プログラムの計画コンポーネントの

重要目標の 1 つとされている。 

また、同プログラムにおいては中期的な財政管理の枠組みとして MTEF の強化がめざされ

ている。PSIP が示す 5 年間の開発予算の見通しは MTEF 作成において重要なインプットとな

る。また、MTEF が適切に機能すれば PSIP が用いる予算シーリングをより早期に定めること

が可能となるほか、PSIP に記載された事業に対する予算手当てがより確実に行われることが

期待される。したがって、PSIP と MTEF の両者が改善されることは同国の公共投資事業のよ

り円滑な実施に貢献すると考えられる。 

しかしながら、MEPD とセクター省庁の能力不足、財務省・セクター省庁との連携の弱さ

などから PSIP が十分に機能せず、PSIP の承認を得ない開発事業が予算化されるなど、同国

政府の実施するプロジェクト・プログラム管理能力の低さが指摘されていた。 

こうした背景から、JICA は PSIP 策定プロセスにおける MEPD の開発計画・運営・管理能

力強化を目的として、2009 年 7 月から 2011 年 7 月までの期間で「公共投資計画（PSIP）能

力向上プロジェクト」を実施し、ウェブを利用したデータベースの構築、各種マニュアル作

成、関連省庁の連携強化等に取り組んだ。その結果、関連省庁からの事業プロポーザルの内

容及び提出期日に改善がみられたほか、PSIP の承認を得ない開発予算が減少するなど、PSIP

は開発事業の準備・計画・予算化のプロセスとしてより適切に機能するようになった。しか

しながら、PSIP の 8 割を占める実施中の開発事業の継続のための審査において、その実施パ

フォーマンスを適切に反映するための情報・手法が不十分であるなど、解決すべき課題が残

されている。 

本プロジェクトは上記プロジェクトの第 2 フェーズであり、その終了後 1 年間の運用経験

を踏まえつつデータベースとマニュアルを改良し、PSIP プロセスと事業計画・予算化プロセ
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スとの調和化を更に進め、省庁職員への研修を行うことにより、PSIP のより効率的な運用を

図るものである。 

このように本プロジェクトはマラウイ国の政策との整合性、実施の必要性が認められるこ

とから、十分な妥当性を有すると判断される。 

 

（2） 効率性 

本プロジェクトは先行事業の経験と成果を踏まえて実施されるため、基本的に、十分効率

的な実施が期待できる。 

本事業の 3 つのアウトプット（①データベース、マニュアル、ハンドブックの改善、②プ

ロセスの調和化、③能力強化）はいずれもプロジェクト期間内に 3 度繰り返される PSIP プロ

セスを通じた活動の繰り返しにより達成される。幅広い関係者の参加を得た具体的な実践を

通じた活動を繰り返すことにより、現場のニーズに合致した現実的かつ有用なアウトプット

を得ることができると期待される。なお、この方法は、時間はかかるものの専門家投入は必

要なタイミングに限定することで節約することができる。 

MEPD 計画局の局長を含むカウンターパートの配置は、本事業の効率的な実施のために最

も重要な条件である。本調査時点で局長及び局長代理は欠員であり、プロジェクト開始まで

に少なくとも局長ポストには適切な人材が配置される必要がある。 

さらに、アウトプット 2（プロセスの調和化）の達成のためには財務省予算局の積極的な

参加が重要であり、事業開始前に明確なコミットメントを得る必要がある。 

このように、本プロジェクトは①計画局長を含むカウンターパートの配置と②財務省予算

局のコミットメントが得られれば、十分に効率的な実施が見込まれる。 

 

（3） 有効性 

本プロジェクトの目標「公共財政経済管理の枠組みのなかで PSIP がより効率的かつ調和的

に運用される」は、計画された 3 つのアウトプットが実現することで達成されることが期待

される。 

設定された 4 つの指標のうち、①審査に利用される情報の質と量の向上、②PSIP セクショ

ン・セクター省庁の各種期日順守率の向上は、PSIP が効率的に運用されるための重要な条件

の一部であり、3 つのアウトプットにより実現が期待される。PSIP セクション及びセクター

省庁計画局の PSIP に関する業務パフォーマンスの向上も重要な条件であるが、これを計測す

ることは難しい。このため、PSIP がどれだけ効率的に運用されたか（良い仕事をしたか）を

直接計測するための指標を 2 つ採用した（③PSIP 運用効率についての関係者の評価の向上、

④PSIP が財務省に送付されたあとの修正件数の減少）。このうち指標④は客観的な計測がで

きる指標であるものの、財務省における修正がどのような理由で行われたか（PSIP が見過ご

したミスの修正なのか、PSIP を経由しない政治的圧力によるものか、など）を識別すること

ができるかどうか、また、そのような指標の計測にどれだけ財務省の協力を得られるかにつ

いて、更に検討する必要がある。 

本プロジェクトは「公共財政経済管理の枠組みの下で」実施されるが、これは、財務省が

中心となって実施される公共財政経済管理改革プログラム（PFEM-RP）と歩調を合わせて実

施するという意味である。改革プログラムにより変化し続けるマラウイ国の公共財政経済管
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理システムのなかで適切なアウトプットを産出しプロジェクト目標を達成するためには、本

プロジェクトは PFEM-RP の進捗状況を十分踏まえて実施し、必要に応じて計画の見直しを

行うことも重要である。 

 

（4） インパクト 

本プロジェクトの上位目標は「開発予算が戦略目標に沿って配分され、実施される」こと

である。PSIP の主な役割は前述のように、①開発予算の政策・優先順位に沿った配分、②開

発事業の質の確保、③開発予算必要額の中期的な見通しの提供、④開発事業の一元化された

情報源の 4 点である。本プロジェクトは PSIP のより効率的な運用を実現することを通してこ

れらの役割をより効率的に果たし、ひいては前述の上位目標達成に貢献することが期待され

る。 

本プロジェクトの上位目標への貢献については、以下の点に留意する必要がある。 

・ 「開発予算の戦略目標に沿った配分」の達成を図る指標として「（指標①）優先分野

に対する予算配分率の増加」が設定されているが、この指標では資源配分の分野間の

バランスが適切かどうかについては判断できない。しかし、現在の PSIP の審査におい

ては分野間の優先順位の比較などは行われておらず、たとえ PSIP 運用効率が高まった

としても、分野間の資源配分バランスは必ずしも改善されない。このためには、各セ

クターの政策目標の達成に必要な予算額の推計や、セクター別予算シーリングの決定

方法の改善など、本プロジェクトの範囲外の努力が必要である。本プロジェクトの「開

発予算の戦略目標に沿った配分」がこのように部分的であり、指標①では部分的な判

断しかできない点に留意する必要がある。 

・ 上位目標のうち「開発予算の戦略目標に沿って実施される」の指標として「（指標②）

開発予算の執行率」が設定されている。配分された予算の執行率は、予算の利用可能

性、事業実施上の問題の有無、実施機関の事業監理能力、実施計画（実施スケジュー

ル・事業費計画）の質などに影響される。PSIP が直接に改善できるのは実施計画の質

を高めることのみであり、その他は外部要因である。本プロジェクトの上位目標への

この側面の貢献は、このように多くの外部条件に影響されることに留意する必要があ

る。 

以上により、本プロジェクトはプロジェクト目標が達成されれば上位目標達成に向けて部

分的な貢献があり、また、本プロジェクト以外にも上位目標に影響を与えるさまざまな外部

要因があると判断される。 

 

（5） 持続性 

本プロジェクトが対象とする PSIP はマラウイ国の公共財政経済管理システムの一部であ

り、その持続性は、公共財政経済管理システムがどのように維持されるかに大きく影響され

る。マラウイ政府は 2002 年以降、同システムの改革に継続的に取り組んでおり、そのなかで

PSIP の位置づけに特に変化がなかったことを考えると、今後も PSIP は同国の公共財政経済

管理において一定の重要性を維持するものと期待できる。また、本プロジェクトは公共財政

経済管理改革プログラムと歩調を合わせて実施するものであるため、PSIP の位置づけに何ら

かの変化が生じた場合でも、プロジェクト終了までの期間であれば、持続性を高めるための
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対策を講じることができるはずである。 

ただし、PSIP の効力を保証する法制度的な基盤がないことは、本プロジェクトの法制度面

の持続性に対する懸念材料である。本プロジェクトはこれに関する活動を予定していないが、

持続性への影響要因として、この点について十分注意を払いつつプロジェクトを実施するこ

とが望まれる。 

PSIP の運用について財務面の大きな懸念はないが、MEPD 及びセクター省庁計画局におけ

る人材が維持されるかどうかが本プロジェクトの持続性に影響を与えるため、注意が必要で

ある。MEPD 計画局長の配置は本プロジェクト実施の重要な条件である。PSIP セクション及

びセクター省庁計画局の職員（エコノミスト）の配置と定着も、同様に重要である。プロジェ

クト開始後には研修のニーズ分析にあわせて PSIP セクション及びセクター省庁の PSIP 運用

に関する組織制度面の改善課題を確認するための活動が予定されているが、プロジェクト終

了後の持続性の確保も念頭に置きつつ、その結果を踏まえて適切な対策が提案されることが

望ましい。 

以上により、本事業には一定の持続性が期待できるが、公共財政経済管理システム全体の

動向、PSIP の法制度的な基盤、PSIP セクション及びセクター省庁計画局の職員の配置と定着

などが持続性に影響を与えると考えられ、十分な注意を払う必要があると判断される。 

 

４－２ 環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

（1） 環境に対する影響/用地取得・住民移転 

本プロジェクトは公共財政管理に係る能力強化、体制整備を行うものであり、環境や地域

社会への負の影響は現在のところ想定されていない。したがって、JICA 環境社会配慮ガイド

ラインに規定されるカテゴリ C に適合する。 

 

（2） ジェンダー・平等推進/平和構築・貧困削減 

本プロジェクトは公共投資の質の向上をめざすものであり、公共投資が適切に実施される

ことにより貧困削減につながることが期待される。 

 

４－３ 過去の類似案件からの教訓の活用 

本事業のフェーズ 1 にあたる「公共投資計画（PSIP）能力向上プロジェクト（CEPCIP-I）」（2009

年 7 月～2011 年 7 月）の実施を通じ、下記提言・教訓が得られており、本事業では下記のとおり

活用する。 

・ 現行の法制度上、PSIP は制度上の規定がなく、これが関係者の低いコンプライアンスにつ

ながっていると指摘されている。このため PSIP を予算関連書類として位置づけることが提

案されており、本事業を通じカウンターパートに働きかけるよう努める。 

・ 成果物（データベース、マニュアル、ハンドブック等）の創出について、マラウイ側との

共同作業形式での作成よりも、先に日本側で試作品を作成し、OJT にてそれらを活用しつ

つ現状に合わせて修正していく方が、技術移転効果が高いとの提言がなされている。その

ため本事業においては、1 年目は試作品作成に重点を置き、2、3 年目は OJT を通じたカウ

ンターパートへの技術移転に重点を置いたプロジェクトデザインとしている。 
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４－４ プロジェクト実施上の留意点 

（1） プロジェクト目標と成果の関係（プロジェクトデザイン） 

PSIP 情報管理システム（データベース、マニュアル、ハンドブック等）を改善（成果 1）

し、PSIP プロセスと予算プロセスの整合性を高め（成果 2）、関係省庁職員の PSIP に係る能

力向上を図る（成果 3）ことにより、公共財政経済管理の枠組みのなかで、PSIP が効率的に

運用される（プロジェクト目標）ことをめざしていく。 

 

（2） PFEM-RP と本事業との連関 

プロジェクト目標で示している「公共財政経済管理の枠組み」とは PFEM-RP を意味して

おり、本事業実施にあたっては、マラウイ政府が推進する PFEM-RP の進捗状況に十分な注

意を払い、同プログラムと整合性を確保することが重要である。同時にプロジェクトの進捗

状況及び成果達成状況の他ドナーとの共有に積極的に取り組むことが重要である。 

 

（3） 指標の設定 

プロジェクト目標指標 2、4 及び成果指標 1-1、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4 に

ついてはプロジェクト開始後 6 カ月以内にベースライン及び目標値を定め、合同調整委員会

（Joint Coordination Committee：JCC）で承認する。 

 

（4） プロジェクト実施体制 

本事業のカウンターパートは MEPD 開発局 PSIP セクションであるが、特に成果 2 に関し、

財務省予算局の協力が重要となる。そのため財務省予算局を協力機関と位置づけ、JCC への

参加をはじめ、本事業実施において中核的役割を担う機関としている。また各セクター省庁

計画局には、MEPD で採用されたエコノミストが配置されており、本事業において実施する

各セクター省庁に対する研修については、上記エコノミストを能力強化の対象として想定し

ている。 
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第５章 団長所感 
 

本詳細計画策定調査団は、2011 年度要望調査による要請を受けて、2009 年 7 月から 2011 年 7

月まで実施されたマラウイ国「公共投資計画（PSIP）能力向上プロジェクト」のフェーズ II とし

ての実施の準備として行われた。調査団派遣前の資料調査、現地事務所との調整、対処方針会議、

2012 年 6 月 17 日から 6 月 27 日の現地調査を経て、同年 6 月 28 日にマラウイ国側と合意するに

至った。本フェーズでの活動は、一言でいえばフェーズ I での成果を活用し、PSIP 業務及びその

成果物の自立発展性を最大化することであり、より具体的にはフェーズ II において基本的に取り

組む内容は以下の 3 点に集約されると考える。 

① フェーズ I の成果である、PSIP データベース、マニュアル、ハンドブック等のツールの改

善を行う。特に PSIP における継続案件の進捗管理を充実させる。 

② 財務省及びセクター省庁との PSIP プロセスに関しての連携・協調を進める。 

③ 特に PSIP 局及びセクター省庁の計画局に対して、改善されたツール及びプロセスを用いた

業務を実施できるよう能力強化を行う。 

 

今後、プロジェクトの実施に向けては、財務省との具体的なすり合わせ、PSIP 局の人員配置（局

長、副局長等）、日本人専門家の調達等の重点的な課題が残されている。特に、日本人専門家の

現地派遣の形態には、マラウイ側及び現地日本大使館・JICA 事務所等からも個別専門家（前フェー

ズの専門家）のように、マラウイ側に寄り添う形でかかわっていける派遣の形が望ましいとの要

望が強く出されていた。これは、早期に成果品を作り出し、その成果品を使用し OJT でじっくり

能力強化を行うスタイルでの協力プロセスが有効なことが関係者の間で認識されていることから

だと想定される。ただし、このことが直接的に業務実施型での派遣を否定するものではないが、

実際の専門家の業務人月の配分には十分な配慮が必要と考える。 

また、フェーズ I が、効果的な成果を創出し、プロジェクト終了後の PSIP の継続性も一定以上

確保し、良好なパートナーシップを構築したということも十分踏まえ、フェーズ I での教訓を有

効に活用してほしい。前フェーズの成果を引き継ぐフェーズ II としての意図をしっかりともった

形で案件実施を行ううえで、JICA 本部及びマラウイ事務所による、次期日本人専門家への意識づ

け及び具体的な業務指示が非常に重要であると考える。 

 

個人的には 2006 年以降、フェーズ I 準備の調査団以降、延べ 4 回の調査団に参加し、マラウイ

における公共財政管理、特に開発計画の重要性と課題に触れる貴重な機会を得ることができた。

これらの経験のなかでも、本フェーズ I で構築された情報管理システム（本システムは①ファイ

ル共有、②イントラネット、③PSIP データベースの 3 つのコンポーネントに分類される）は、しっ

かりと業務改善に貢献し、そのことにより、マラウイ側に強く必要性を認識され、その業務にしっ

かりと根づいているという感想をもっている。ICT（情報通信技術）を活用した開発には、導入

の具体的な検討に入ることすら行われない場合がみられるが、その目的・役割・現地での具体的

な活用方法、維持管理方法等の諸用件が明確になっているのであれば、「門前払い」的な態度を

改めることも検討してみてはと考える。 

一方で、フェーズ I 準備段階で目撃した、MDG（ミレニアム開発目標）ファンドによって作成

され壊れて使えなくなった PSIP データベースのようなものにも注意をはらう必要はあるだろう。
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しかしながら、財政・財務・計画といった、数値やデータと親和性の高い分野の事業に関しては、

今後 ICT の活用は免れないのではないだろうか。今後 JICA においては、これらの業務を指示す

る側として組織的な能力強化が必要ではないかと考える。 

以上、今後のフェーズ II の実施の方向性と ICT と事業のあり方への 1 つの提案を述べることで、

本調査団の団長所感としたい。 

 

 



 

 

付 属 資 料 

１．調査日程 

 

２．ミニッツ（署名済み） 
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１．調査日程

1 
 

 

調査日程 

 

日順 年月日 日  程 

1 2012 年 6 月 17 日（日） （薗田団員）リロングウェ到着 

2 

 

18 日（月） 10:30-12:00 経済計画開発省（MEPD）（PSIP セクション）

14:30-15:30 財務省 

15:30-17:00 MEPD（PSIP セクション） 

3 19 日（火） 10:00-11:30 運輸・公共事業省 

14:00-15:00 MEPD 

4 20 日（水） 8:00-9:00 財務省 

9:30-11:00 農業省 

14:00-15:00 教育省 

5 21 日（木） 8:30-9:30 MEPD（モニタリング評価局） 

10:00-11:30 保健省 

14:00-15:30 産業通商省 

15:30-17:00 水資源灌漑省 

6 22 日（金） 10:00-12:00 国連開発計画（UNDP） 

14:00-15:00 ドイツ国際協力公社（GIZ） 

7 23 日（土） 資料整理 

8 24 日（日） 資料整理 

（川北団長、古市団員）リロングウェ到着 

9 25 日（月） 9:00-10:00 JICA 事務所 

10:30-12:00 MEPD（PSIP セクション） 

16:00-16:40 日本大使館 

10 26 日（火） 10:00-11:30 MEPD（PSIP セクション） 

16:00-17:00 UNDP 

11 27 日（水） ミニッツ協議 

12 28 日（木） ミニッツ協議 

13 29 日（金） 10:00-11:00 財務省（債務・援助局) 

14:00-15:00 JICA 事務所報告 

14 30 日（土） 資料整理 

15 7 月 1 日（日） リロングウェ出発 
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１．調査日程２．ミニッツ（署名済み）
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